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さ
く
ら
こ
ど
も
園
の
入
園

児
募
集
を
開
始

　

現
在
、
川
桁
保
育
所
の
敷
地
内
に

整
備
を
し
て
い
る
４
月
開
園
予
定
の

さ
く
ら
こ
ど
も
園
の
入
園
児
を
募
集

し
ま
す
。

　

さ
く
ら
こ
ど
も
園
は
、
川
桁
保
育

所
、
み
ど
り
幼
稚
園
と
長
瀬
幼
稚
園

を
統
合
し
、
幼
稚
園
と
保
育
所
の
よ

い
と
こ
ろ
を
生
か
し
な
が
ら
、
両
方

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
施

設
で
す
。
保
護
者
の
就
労
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
町
内
に
住
所
が
あ
る

０
歳
児
か
ら
５
歳
児
で
あ
れ
ば
、
募

集
定
員
数
の
範
囲
内
で
だ
れ
で
も
入

園
で
き
ま
す
。

　

さ
く
ら
こ
ど
も
園
は
０
歳
児
か
ら

２
歳
児
ま
で
を
乳
幼
児
保
育
部
門
と

し
、
３
歳
児
か
ら
５
歳
児
を
幼
児
教

育
部
門
と
し
て
運
営
し
ま
す
。

▼
対
象
幼
児

　

町
内
に
住
所
が
あ
る
０
歳
児
～
５

歳
児
（
年
齢
の
起
算
は
24
年
４
月
１

日
現
在
で
の
満
年
齢
で
す
。
※
０
歳

児
は
６
カ
月
以
上
）

▼
募
集
定
員　

　

３
歳
児
～
５
歳
児　

　

各
年
齢
30
人

　

０
歳
児　

６
人
、
１
歳
児　

12
人

　

２
歳
児　

12
人

▼
受
付
期
間

　

１
月
11
日（
水
）～
１
月
31
日（
火
）

▼
申
込
方
法　

　

各
幼
稚
園
、
各
保
育
所
お
よ
び
教

育
総
務
課
に
備
え
付
け
の
入
園
願

書
、
ま
た
は
教
育
総
務
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
入
園
願
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
各
幼
稚

園
、
各
保
育
所
お
よ
び
教
育
総
務
課

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
保
育
料

　

①
０
歳
児
～
２
歳
児

　

月
額
０
円
～
７
万
２
０
０
０
円

　
（
保
育
所
と
同
じ
料
金
階
層
区
分
）

　

②
３
歳
児
～
５
歳
児

　

月
額
５
６
０
０
円

　
（
幼
稚
園
と
同
じ
）

※
保
育
料
の
ほ
か
に
保
育
用
品
代
や

教
材
費
な
ど
の
経
費
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

▼
保
育
時
間

　

①
０
歳
児
～
２
歳
児

　

保
育
所
と
同
じ
時
間 

　

②
３
歳
児
～
５
歳
児

　

幼
稚
園
と
同
じ
時
間

▼
休
園
日

　

①
０
歳
児
～
２
歳
児

　

日
曜
日
（
第
２
・
第
４
日
曜
日
を

　

除
く
）、祝
日
、年
末
年
始（
12
月

　

29
日
か
ら
１
月
４
日
）、
教
育
委

　

員
会
が
必
要
と
認
め
る
日

　

②
３
歳
児
～
５
歳
児

　

土
曜
日
、
日
曜
日
、
春
季
休
園
日
、

　

夏
季
休
園
日
、
冬
季
休
園
日
、
お

　

よ
び
学
年
末
休
園
日
、
教
育
委
員

　

会
が
必
要
と
認
め
る
日　
　

▼
長
時
間
保
育

　

対
象
幼
児　

３
歳
児
～
５
歳
児

　

料
金　

月
額
５
０
０
０
円

　

実
施
日　

月
～
土
曜
日
、
第
２
・

　

第
４
日
曜
日
、
春
季
休
園
日
、
夏

　

季
休
園
日
、
冬
季
休
園
日
お
よ
び

　

学
年
末
休
園
日

※
日
曜
日
（
第
２
・
第
４
日
曜
日
を

除
く
）、
祝
日
、
年
末
年
始
（
12
月

29
日
～
１
月
４
日
）、
教
育
委
員
会

が
必
要
と
認
め
る
日
は
実
施
し
ま
せ

ん
。

○
実
施
時
間

（
１
）
通
常
の
保
育
が
行
わ
れ
て
い

る
日
（
月
～
金
曜
日
）

①
早
朝　

　

午
前
７
時
30
分
～
午
前
８
時
30
分

②
通
常
の
教
育
時
間
後　

　

午
後
２
時
～
午
後
６
時

（
２
）
土
曜
日
、第
２
・
第
４
日
曜
日
、

春
季
休
園
日
、
夏
季
休
園
日
、
冬
季

休
園
日
お
よ
び
学
年
末
休
園
日

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時

▼
給
食
の
実
施

　

さ
く
ら
こ
ど
も
園
は
給
食
と
な
り

ま
す
の
で
、給
食
費（
１
食
あ
た
り

約
２
５
０
円
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
０
歳
児
か
ら
２
歳
児
ま
で
は
保
育

料
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
総
務
課
教
育
総
務
業
務

☎（
62
）５
６
７
７

    24
年
度
の
幼
稚
園
入
園
児

を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
24
年
度
の
幼
稚
園
入
園

児
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象
幼
児

　

町
内
に
住
所
が
あ
る
満
４
歳
児
・

５
歳
児

○
５
歳
児（
平
成
18
年
４
月
２
日
～

　

19
年
４
月
１
日
生
）

○
４
歳
児（
平
成
19
年
４
月
２
日
～

　

20
年
４
月
１
日
生
）

▼
募
集
定
員　

・
猪
苗
代
幼
稚
園　

１
４
０
人

・
千
里
幼
稚
園　

１
０
５
人

・
翁
島
幼
稚
園
、
吾
妻
幼
稚
園
は
そ

れ
ぞ
れ　

70
人

▼
受
付
期
間

　

24
年
１
月
11
日（
水
）～
31
日（
火
）

▼
申
し
込
み
方
法　

　

各
幼
稚
園
に
備
え
付
け
の
入
園
願

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
希
望

す
る
幼
稚
園
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

▼
幼
稚
園
保
育
料

　

月
額　

５
６
０
０
円

▼
そ
の
他　

　

保
育
料
の
ほ
か
に
保
育
用
品
代
や

教
材
費
な
ど
の
経
費
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

◎
預
か
り
保
育
に
つ
い
て

　

24
年
度
の
預
か
り
保
育
を
猪
苗
代

幼
稚
園
と
千
里
幼
稚
園
で
実
施
し
ま

す
。
希
望
す
る
人
は
、
預
か
り
保
育

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

通
常
保
育
料
の
ほ
か
に
預
か
り
保

育
料
が
か
か
り
ま
す
。

▼
預
か
り
保
育
料

　

月
額　

５
０
０
０
円

▼
預
か
り
保
育
を
実
施
す
る
日

１　

通
常
の
幼
稚
園
教
育
が
行
わ
れ

て
い
る
日
（
月
～
金
曜
日
）

ア
．
早
朝

　

午
前
７
時
30
分
～
午
前
８
時
30
分

イ
．
幼
稚
園
の
終
了
後　

　

終
了
時
～
午
後
６
時

２　

土
曜
日
、
春
季
休
園
日
、
夏
季

休
園
日
、
冬
季
休
園
日
、
学
年
末
休

園
日
の
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時

※
み
ど
り
幼
稚
園
と
長
瀬
幼
稚
園
は

「
さ
く
ら
こ
ど
も
園
」に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
総
務
課
教
育
総
務
業
務

☎（
62
）５
６
７
７

ま
た
は
各
幼
稚
園

猪
苗
代
幼
稚
園

☎（
62
）３
２
３
４

千
里
幼
稚
園

☎（
65
）２
２
９
１

24
年
度
の
保
育
所
入
所
児

を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
24
年
度
の
保
育
所
入
所

希
望
児
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
入
所
対
象
者

　

町
内
に
住
所
が
あ
り
、
保
護
者
や

同
居
の
親
族
が
働
い
て
い
る
な
ど
の

理
由
で
、
保
育
が
で
き
な
い
児
童
。

た
だ
し
、
そ
の
家
庭
で
ど
な
た
か
が

保
育
で
き
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

・
常
時
働
い
て
い
る
場
合（
家
庭
外

労
働
、
自
営
業
、
内
職
な
ど
）

・
母
親
の
出
産
の
前
後
、
病
気
、
負
傷
、

ま
た
は
心
身
に
障
害
が
あ
る

・
家
庭
内
に
長
期
に
わ
た
る
病
人
な

ど
が
い
て
、
い
つ
も
そ
の
看
護
に
当

た
っ
て
い
る
場
合

・
火
災
、
風
水
害
、
地
震
な
ど
に
よ

り
家
屋
な
ど
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
い

る
間

・
そ
の
ほ
か
保
育
が
で
き
な
い
場
合

（
就
学
、
父
母
の
不
在
、
求
職
中
）

※
求
職
中
の
人
は
、
２
カ
月
間
だ
け

入
所
で
き
ま
す
。
２
カ
月
間
で
仕
事

が
決
ま
れ
ば
延
長
可
能
で
す
。
決
ま

ら
な
い
場
合
は
退
所
と
な
り
ま
す
。

▼
受
付
期
間　
　

　

１
月
５
日（
木
）～
31
日（
火
）

▼
募
集
定
員

①
猪
苗
代
保
育
所

　

80
人（
う
ち
生
後
６
カ
月
以
上
１

歳
未
満
児
３
人
）

②
中
の
沢
保
育
所

　

35
人（
う
ち
生
後
６
カ
月
以
上
１

歳
未
満
児
３
人
）

▼
年
齢
の
起
算　

　

24
年
４
月
１
日
現
在
の
満
年
齢
。

▼
申
し
込
み
方
法

　

各
保
育
所
に
用
意
し
て
あ
る
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要

な
書
類
を
添
付
し
て
最
寄
り
の
保
育

所
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
に
必
要
な
書
類

①
保
育
所
入
所
申
込
書　

②
23
年
分
源
泉
徴
収
票（
年
末
調
整

済
み
の
も
の
、
父
母
分
）か
23
年
分

確
定
申
告
書（
控
）

③
父
母
の
在
職
証
明
書

④
課
税
台
帳
閲
覧
同
意
書

※
別
途
書
類
を
提
出
し
て
も
ら
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▼
開
所
日

　

日
曜
日
・
祝
日
・
１
月
２
日
～
４

日
・
12
月
29
日
～
31
日
を
除
く
日

▼
保
育
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

保
護
者
の
勤
務
時
間
の
都
合
で
通

常
時
間
で
の
送
迎
が
困
難
な
児
童
に

つ
い
て
は
、
午
前
７
時
30
分
か
ら
午

後
６
時
ま
で
お
預
か
り
し
ま
す
。

▼
保
育
料

　

児
童
の
年
齢
と
保
護
者
な
ど
の
所

得
税
と
住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
っ

て
決
定
し
ま
す
。
詳
し
い
保
育
料
に

つ
い
て
は
、
申
し
込
み
時
に
お
渡
し

す
る
一
覧
表
の
と
お
り
で
す（
保
育

料
は
改
正
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま

す
）。

　

23
年
分
の
所
得
が
確
定
し
て
い
な

い
場
合
、
暫
定
で
納
付
し
て
い
た
だ

き
、
所
得
税
確
定
後
に
過
不
足
を
調

整
し
ま
す
。

　

同
一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
の
児
童

が
保
育
所
、
幼
稚
園
、
ま
た
は
認
定

こ
ど
も
園
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場

合
、
減
額
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
満
18
歳
に
満
た
な
い
子
ど

も
が
３
人
以
上
い
る
世
帯
で
、
第
３

子
以
降
で
年
齢
が
３
歳
未
満
の
児
童

が
保
育
所
に
入
所
す
る
場
合
、
減
額

措
置
が
あ
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

定
員
超
え
な
ど
で
、
希
望
す
る
保

育
所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
第
２
、
第
３
希
望
の
保

育
所
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
川
桁
保
育
所
は「
さ
く
ら
こ
ど
も

園
」に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

猪
苗
代
保
育
所

☎（
62
）２
６
３
７

地
籍
図
・
字
限
図
の
閲
覧

を
休
止
し
ま
す

            

　

23
年
中
の
土
地
の
分
筆
や
合
筆
な

ど
の
土
地
異
動
分
を
修
正
す
る
た

め
、
次
の
期
間
は
地
籍
図
と
字
限
図

が
閲
覧
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
休
止
期
間　

２
月
１
日（
水
）～
３
月
23
日（
金
）

な
お
、
福
島
地
方
法
務
局
若
松
支
局

で
は
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

生　

活

子
ど
も
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負
担
金
は
、
利
用
申
請
者
の
指
定

す
る
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な

り
ま
す
。
初
め
て
登
録
す
る
人
は
、

取
引
金
融
機
関（
銀
行
、
Ｊ
Ａ
、
郵

便
局
）に
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出

し
、
引
き
落
と
し
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

利
用
申
請
書
と
口
座
振
替
依
頼
書

は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
、
保
健
福
祉
課
、

各
保
育
所
、
各
幼
稚
園
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
指

導
員
を
募
集

　

児
童
に
放
課
後
の
生
活
指
導
や
長

期
休
業
中
の
余
暇
指
導
を
す
る
児
童

ク
ラ
ブ
。
同
ク
ラ
ブ
の
来
年
度
の
指

導
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員

指
導
員　

19
人

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
登

録
児
童
を
募
集

　

児
童
に
放
課
後
の
生
活
指
導
や
長

期
休
業
中
の
余
暇
指
導
を
す
る
児
童

ク
ラ
ブ
。
来
年
度
の
登
録
を
希
望
す

る
児
童
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象
児
童

①
町
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１
年
生

　

か
ら
６
年
生
の
児
童

②
留
守
家
庭
の
児
童

※
た
だ
し
、
右
記
の
要
件
を
満
た
し

て
も
、
希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
１

年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
の
低
学
年
児

童
お
よ
び
通
学
区
域
に
事
情
の
あ
る

児
童
を
優
先
し
ま
す
。

▼
開
設
場
所
と
定
員

（
別
表
の
と
お
り
）

▼
開
設
時
間

①
月
曜
～
金
曜
の
平
日

　

放
課
後
～
午
後
６
時

②
土
曜
日

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時

③
学
校
長
期
休
業
中

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時

④
学
校
振
替
休
日（
運
動
会
な
ど
で

の
振
替
休
日
）

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時

▼
指
導
内
容

生
活
指
導
、
余
暇
指
導

▼
経
費

①
負
担
金　

月
額
２
０
０
０
円

（
減
免
規
定
が
あ
り
ま
す
）

②
そ
の
他

教
材
費　

月
額
１
０
０
０
円

傷
害
保
険
料　

年
額
１
０
０
０
円
程

度お
や
つ
代
金　

実
費
分

▼
受
付
期
間
と
方
法

　

24
年
１
月
10
日（
火
）～
31
日（
火
）

保
護
者
の
希
望
に
よ
る
登
録
制
で
す
。

　

利
用
申
請
書
に
記
入
の
上
、
各
児

童
ク
ラ
ブ
ま
た
は
保
健
福
祉
課
に
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

児　

童

補
助
指
導
員　

若
干
名（
補
助
指
導

員
は
、
指
導
員
が
休
暇
を
取
る
場
合

の
代
替
と
し
て
勤
務
し
ま
す
）

▼
資
格
要
件

心
身
と
も
に
健
康
で
、
24
年
４
月
１

日
現
在
で
65
歳
以
下
の
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
成
人

①
教
諭
、
保
育
士
の
資
格
を
持
つ
人

②
児
童
健
全
育
成
に
熱
意
の
あ
る
人

▼
勤
務
条
件

①
月
曜
か
ら
金
曜
の
平
日

　

午
後
１
時
～
午
後
６
時
15
分

②
土
曜
日

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時
15
分

③
長
期
休
業
中

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時
15
分

④
学
校
振
替
休
日（
運
動
会
な
ど
で

の
振
替
休
日
）

　

午
前
８
時
～
午
後
６
時
15
分

⑤
休
日

　

日
曜
、
祝
日

※
勤
務
時
間
は
変
更
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▼
勤
務
内
容

人
権
擁
護
・
行
政
相
談
委

員
合
同
相
談
会

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
人
権
問
題
や
法

律
に
つ
い
て
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

２
月
７
日（
火
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

新
年
あ
い
さ
つ
交
歓
会
は

１
月
４
日
開
催

　

年
頭
に
あ
た
り
、
さ
ら
な
る
町
政

進
展
を
誓
う
た
め「
新
年
あ
い
さ
つ

交
歓
会
」を
開
催
し
ま
す（
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
）。

▼
開
催
日
時　

１
月
４
日（
水
）

　

午
前
11
時
～
正
午

▼
開
催
場
所　

役
場
３
階  

正
庁

▼
会
費　

５
０
０
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

　

児
童
の
生
活
指
導
、
余
暇
指
導
、

ク
ラ
ブ
の
庶
務
会
計

▼
勤
務
場
所

　

前
ペ
ー
ジ
の
別
表
の
と
お
り

▼
応
募
手
続
き

　

町
指
定
の
履
歴
書
に
写
真
貼
付
の

上
、
２
月
13
日（
月
）
ま
で
、
保
健

福
祉
課
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
履

歴
書
は
保
健
福
祉
課
に
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

町
・
小
野
育
英
会
奨
学
生

を
募
集
し
ま
す

　

町
と
小
野
育
英
会
で
は
、
24
年
度

の
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。
対
象
者

は
、
町
内
に
在
住
し
、
こ
の
４
月
か

ら
高
等
学
校
に
進
学
す
る
人
で
す
。

▼
奨
学
資
金
の
額　

両
奨
学
資
金
と
も
月
額　

１
万
円

▼
貸
与
期
間　

24
年
４
月
か
ら
27
年

３
月
ま
で
の
３
年
間

▼
願
書
提
出
期
限

３
月
２
日（
金
）

▼
出
願
方
法　

・
奨
学
生
願
書
と
奨
学
生
推
薦
調
書

を
、
在
学
す
る
学
校
経
由
で
教
育
総

務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
奨
学
生
願
書
に
は
、
連
帯
保
証
人

の
署
名
が
必
要
で
す
。

・
連
帯
保
証
人
は
、
本
人
の
父
、
母
、

兄
弟
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
人
で
、

奨
学
資
金
返
還
の
義
務
を
負
え
る
人

に
限
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

☎（
62
）５
６
７
７

行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
の
定
例
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
定
例
相
談
は
毎
月
１
回

第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
猪
苗
代
町
行
政
相
談
委
員

　

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時　

1
月
18
日（
水
）、

　

2
月
15
日（
水
）

　

午
後
１
時
～
午
後
３
時

▼
開
催
場
所　

町
役
場
３
階
日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

児童クラブ名 開設場所 定員
猪苗代児童クラブ 猪苗代小学校敷地内 40 人程度

翁島児童クラブ 翁島地区コミュニティーセンター 40 人程度
千里児童クラブ 千里地区コミュニティーセンター 40 人程度

緑児童クラブ 月輪地区コミュニティーセンター 40 人程度
長瀬児童クラブ 旧長瀬連絡所 40 人程度
吾妻児童クラブ 吾妻小学校内いこいのスペース 40 人程度

（
別　

表
）

生　

徒

相　

談

催　

し

　「110 番」は緊急の事件事故専
用の緊急通報電話です。「110 番」
通報をすると、警察本部通信指令
室（県庁内）で集中受理されます
ので、あなたの現在地について、
できるだけ具体的な説明をお願い
します。相談、落とし物や運転免
許などの問い合わせは、管轄の警
察署にお願いします。

●警察官がいち早く現場に駆けつ
けるため、次のことを尋ねます
　110 番通報７つのポイント
①何がありましたか
②場所はどこですか
③いつのことですか
④犯人は誰ですか
⑤犯人の逃走方向はどちらですか
⑥状況（ケガ・現場など）はどう
ですか
⑦あなたは誰ですか
※携帯電話使用時は、現場を離れ
ず、必ず停止して通報してくださ
い。住所がわからないときには、
目の前にある「建物名、道路名な
ど」の目標になるものを教えてく
ださい。
　　 猪苗代警察署　☎（63）0110

１月 10 日は 110 番の日
１　　       １　　　　　   ０　
いち早く   急がず慌てず   冷静に

   春休み海外派遣事業に
   参加したい人を募集中
　国際青少年研修協会では、春
休み海外派遣事業の参加者を募
集しています。詳細やパンフ
レットの送付などについては、
下記に問い合わせてください。
問財団法人国際青少年研修協会
　  ☎　 03（6459）4661
　FAX    03（6459）4633
　ＨＰ   http://www.kskk.or.jp

   猪苗代町優良堆肥製造
   施設に固定電話を設置
　町優良堆肥製造施設に、固定
電話を設置しました。電話番号
は「0242（85）8810」です。
堆肥のご注文は、こちらまで連
絡してください。
問町優良堆肥製造施設


